
様式第１号 

審 査 基 準 整 理 票 

 

処 分 名 温泉利用許可 

根拠法令名 温泉法（昭和 23年法律第 125号） （条項）第 15条第 1項 

基準法令名 温泉法（昭和 23年法律第 125号） （条項）第 15条第 2項、第 3項 

所 管 部 署 健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係 

標準処理期間 １４日 法定処理期間 － 

【審査基準】 ・文書の名称【 「公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の構造設備等に関す

る基準」（平成 29年 9月 1日付け環境省告示第 66号） 

「温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止のためのガイ

ドライン」（2017（平成 29年）9月 環境省）            】 

・掲載図書等【                                   】 

・内容   □全部記載   ☑一部・項目のみ記載 

 

［温泉の利用許可基準］ 

温泉利用の許可は、温泉法第 15条第 2項に規定する欠格事項に該当しないこと及び同法第

15条第 3項に規定する「温泉の成分が衛生上有害であると認めるとき」でないことを基準と

する。 

また、これに加えて上記告示の適用対象となる温泉の場合にあっては、当該告示及び上記

ガイドラインに則り審査するものとする。 

 

 

 

 

 

 



参考 

 

［根拠法令］ 
《温泉法》 

（温泉の利用の許可） 

第 15 条 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府

県知事に申請してその許可を受けなければならない。 

 

 

［基準法令］ 
《温泉法》 

（温泉の利用の許可） 

第 15 条 （略） 

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。 

(1) この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ 

とがなくなった日から二年を経過しない者 

(2) 第 31条第１項（第３号及び第４号に係る部分に限る。）の規定により前項の許可を取り消され、

その取消しの日から二年を経過しない者 

(3) 法人であって、その役員のうちに前２号のいずれかに該当する者があるもの 

3 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第１項の許可をしないことがで

きる。 

 

（政令で定める市の長による事務の処理） 

第 36 条 第 4章、第 33条第 1項(第 31条第 2項の規定による処分に係る部分に限る。)、第 34 条(温

泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は第 35 条第 1

項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定

により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地域保健法(昭和 22

年法律第 101号)第 5条第 1項の政令で定める市(次項において「保健所を設置する市」という。)又

は特別区の長が行うこととすることができる。 

 

※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書等

の縦覧をもって代えることができる。 


